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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体が流下する遊技領域が形成されると共に、遊技媒体の流下方向をランダムに変
更可能な障害釘が複数打ち付けられた遊技盤と、
　前記遊技盤から突出して前記遊技領域を包囲する包囲壁と、
　前記遊技領域に配置され、前記遊技領域を流下する遊技媒体が入賞可能であって、遊技
媒体が入賞したときに遊技者に特典を付与可能な複数の入賞口と、
　前記遊技領域の下端部に配置され、前記遊技領域を流下してきた遊技媒体を受け入れて
前記特典の付与なく前記遊技領域外に排出する排出口と、
　前記排出口より左右の一方側に配置されている前記入賞口のうち前記排出口の最も近く
に位置しかつ上方に向かって常時開放している第１入賞口と、を備えた遊技機において、
　前記遊技盤の前面のうち前記第１入賞口の開口面より下方かつ前記包囲壁より上方で、
左右方向で前記第１入賞口と前記排出口との間に位置する範囲全体が、装飾プレートで覆
われかつ障害釘を有しない釘レス領域とされ、その釘レス領域を流下する遊技媒体は全て
前記排出口に受け入れられ、
　前記第１入賞口より上方に設けられ、前記第１入賞口より上方の領域のうち前記排出口
側から前記第１入賞口への入賞を許容する一方、前記排出口と反対側から前記第１入賞口
への入賞を規制する進入規制手段と、
　前記第１入賞口と前記包囲壁との間に設けられ、遊技媒体を前記釘レス領域へと流下さ
せる流下路と、を備え、
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　前記装飾プレートは、前記釘レス領域から上方と前記流下路側の側方とに張り出してい
る遊技機。
【請求項２】
　前記釘レス領域は、１枚の前記装飾プレートで全体を覆われている請求項１に記載の遊
技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技盤の前面に遊技媒体が流下可能な遊技領域が形成され、その遊技領域内
に、遊技媒体が入賞したときに遊技者に特典を付与可能な入賞口と、特典を付与すること
なく遊技媒体を遊技領域外に排出する排出口と、を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の遊技機として、遊技領域の全体に、遊技媒体の流下方向をランダムに変
更可能な障害釘が配設されたものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許公報第４４８５５１３号（［００２９］、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、遊技媒体の流下方向を変更する必要が少な
い部分にも障害釘が打ち付けられていたため、遊技領域内の装飾性が低いという問題があ
った。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、遊技領域内の装飾性を向上させることが
可能な遊技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の手段は、遊技媒体が流下する遊技領域が形成されると共に、遊技媒体の流下方向
をランダムに変更可能な障害釘が複数打ち付けられた遊技盤と、前記遊技盤から突出して
前記遊技領域を包囲する包囲壁と、前記遊技領域に配置され、前記遊技領域を流下する遊
技媒体が入賞可能であって、遊技媒体が入賞したときに遊技者に特典を付与可能な複数の
入賞口と、前記遊技領域の下端部に配置され、前記遊技領域を流下してきた遊技媒体を受
け入れて前記特典の付与なく前記遊技領域外に排出する排出口と、前記排出口より左右の
一方側に配置されている前記入賞口のうち前記排出口の最も近くに位置しかつ上方に向か
って常時開放している第１入賞口と、を備えた遊技機において、前記遊技盤の前面のうち
前記第１入賞口の開口面より下方かつ前記包囲壁より上方で、左右方向で前記第１入賞口
と前記排出口との間に位置する範囲全体が、装飾プレートで覆われかつ障害釘を有しない
釘レス領域とされ、その釘レス領域を流下する遊技媒体は全て前記排出口に受け入れられ
、前記第１入賞口より上方に設けられ、前記第１入賞口より上方の領域のうち前記排出口
側から前記第１入賞口への入賞を許容する一方、前記排出口と反対側から前記第１入賞口
への入賞を規制する進入規制手段と、前記第１入賞口と前記包囲壁との間に設けられ、遊
技媒体を前記釘レス領域へと流下させる流下路と、を備え、前記装飾プレートは、前記釘
レス領域から上方と前記流下路側の側方とに張り出している遊技機遊技機。
【発明の効果】
【００１４】
　［請求項１の発明］
　請求項１の発明によれば、第１入賞口と排出口とに挟まれた部分に、装飾部で形成した
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ので、遊技領域内の装飾性の向上を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る遊技機の正面図
【図２】遊技盤の正面図
【図３】遊技領域の左下部の拡大正面図
【図４】遊技球が中間一般入賞口に入賞する様子を示す図
【図５】（Ａ）遊技球が右側一般入賞口に入賞する様子を示す図、（Ｂ）遊技球が右側一
般入賞口へ入賞する様子を示す図
【図６】第１上方空間に左側から遊技球が進入可能とした場合の一般入賞口周辺の正面図
【図７】不正行為が行われたときのアウト口周辺の周辺図
【図８】（Ａ）不正行為が行われたときの右側一般入賞口周辺の正面図、（Ｂ）特典無し
流下部に障害釘が植設されている場合に、不正行為が行われたときの右側一般入賞口周辺
の正面図
【図９】変形例に係る遊技領域の左下部の拡大正面図
【図１０】遊技領域の左下部の拡大正面図
【図１１】遊技領域の左下部の拡大正面図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明をパチンコ遊技機に適用した一実施形態を図１～図８に基づいて説明する
。図１に示すように、本実施形態に係るパチンコ遊技機１０（以下、単に、「遊技機１０
」という。）は、図２に示す遊技盤１１を、遊技機１０の前面に開閉可能に取り付けられ
た前面枠１０Ｚで覆ってなり、その前面枠１０Ｚに形成されたガラス窓１０Ｗを通して、
遊技盤１１の前面に形成された遊技領域Ｒ１（図２参照）の全体が視認可能となっている
。
【００２４】
　前面枠１０Ｚのうちガラス窓１０Ｗより下方には、上皿２６と下皿２７が上下２段にし
て設けられ、下皿２７の右側には、操作ハンドル２８が備えられている。そして、操作ハ
ンドル２８を回動操作すると、上皿２６に収容された遊技球（本発明の「遊技媒体」に相
当する。）が遊技領域Ｒ１に向けて弾き出される。なお、上皿２６に備えた球排出ボタン
２６Ｈを押すと上皿２６に収容されている遊技球が下皿２７へと移動する。
【００２５】
　図２に示すように、遊技盤１１の前面からは、遊技領域Ｒ１を包囲するガイドレール１
２が突出している。ガイドレール１２は、遊技盤１１の外縁部を周回するように配置され
、ガイドレール１２の下端部には、下方に膨むように湾曲し、流下する遊技球を受け止め
て遊技領域Ｒ１の中央へと案内可能な湾曲ガイド部１２Ｇが備えられている。なお、本実
施形態では、ガイドレール１２が本発明の「包囲壁」に相当し、湾曲ガイド部１２Ｇが本
発明の「包囲壁の下端部」に相当する。
【００２６】
　遊技盤１１のうち遊技領域Ｒ１の中央には、表示開口１１Ｈが貫通形成されており、そ
の表示開口１１Ｈに遊技盤１１の裏面側から表示装置３０が対向している。表示装置３０
は、例えば、液晶モジュールで構成され、その前面が遊技に関する演出を行う表示画面３
０Ｇとなっている。
【００２７】
　遊技盤１１の前面中央には、表示画面３０Ｇを囲むように表示装飾枠２３が取り付けら
れている。表示装飾枠２３は、遊技盤１１の前面側から表示開口１１Ｈに嵌め込まれて、
表示開口１１Ｈの内側に張り出すと共に、遊技盤１１の前面から突出している。そして、
遊技領域Ｒ１を流下する遊技球が、表示装飾枠２３の前側を通過して表示装飾枠２３の内
側に進入しないように構成されている。
【００２８】
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　表示装飾枠２３の右下には、サイド入賞口２１と大入賞口１５が上下に並べて設けられ
ている。また、大入賞口１５の右側には、始動ゲート１８と第２の始動入賞口１４Ｂとが
上下に並べて設けられている。
【００２９】
　表示装飾枠２３の横方向中央の下方には、第１の始動入賞口１４Ａが設けられ、第１の
始動入賞口１４Ａの左側には、ガイドレール１２の湾曲ガイド部１２Ｇに沿って一般入賞
口２０が複数設けられている。ここで、本実施形態では、合計で３つの一般入賞口２０が
設けられている。以下では、３つの一般入賞口２０を、右側から順番に、右側一般入賞口
２０Ａ、中間一般入賞口２０Ｂ、左側一般入賞口２０Ｃと称して、適宜、区別することと
する。
【００３０】
　遊技領域Ｒ１の下端部には、遊技球を遊技領域Ｒ１の外側に排出するためのアウト口１
６（本発明の「排出口」に相当する。）が設けられている。さらに、遊技領域Ｒ１には、
遊技球の流下方向をランダムに変更するための障害釘１７が多数植設されている。
【００３１】
　次に、遊技領域Ｒ１の各部位についてさらに詳説する。一般入賞口２０及びサイド入賞
口２１は、所謂、ポケット構造をなし、遊技球が１つずつ入ることが可能な大きさで上方
に開口している。一般入賞口２０又はサイド入賞口２１へ入球（入賞）すると、その遊技
球は遊技盤１１の裏側に取り込まれ、例えば、１個の入球につき１０個の賞球が上皿２６
に払い出される。
【００３２】
　始動ゲート１８は、遊技球が潜って通過可能な門形構造をなしている。始動ゲート１８
を遊技球が通過すると、普通図柄の当否判定が行われる。
【００３３】
　第１の始動入賞口１４Ａは、一般入賞口２０やサイド入賞口２１と同様に、ポケット構
造になっていて、遊技球が１つずつ入球可能な大きさで上方に開口している。第２の始動
入賞口１４Ｂも、遊技球が１つずつ入球可能な大きさで上方に開口し、通常は、可動部材
１４Ｃによって閉塞されている。可動部材１４Ｃは、例えば、前後方向にスライド可能と
なっていて、上述した普通図柄の当否判定が当りのときに、後側へスライドする。可動部
材１４Ｃが後側に配置されると、第２の始動入賞口１４Ｂに遊技球が入球（入賞）可能と
なる。第１と第２の始動入賞口１４Ａ，１４Ｂに遊技球が入球（入賞）すると、例えば、
１個の入球につき４個の賞球が上皿２６に払い出されると共に、特別図柄の当否判定が行
われる。そして、特別図柄の当否判定が当りになると、通常の遊技状態から大当り遊技状
態へと移行し、大当り遊技が実行される。
【００３４】
　大入賞口１５は、横長矩形状をなし、通常の遊技状態では、可動扉１５Ｔにて閉塞され
ている。そして、遊技状態が大当たり遊技状態となって大当り遊技が実行されると、可動
扉１５Ｔが所定期間に亘って前側に倒される。すると、大入賞口１５が前方に開放し、可
動扉１５Ｔを案内にして大入賞口１５に多くの遊技球が入賞可能となる。大入賞口１５に
遊技球が入賞すると、例えば、１個の入賞につき１５個の遊技球が上皿２６に払い出され
る。
【００３５】
　上述した各入賞口１４Ａ，１４Ｂ，１５，２０，２１の何れにも入賞しなかった遊技球
は、アウト口１６に全て取り込まれる。アウト口１６は、遊技領域Ｒ１の下端部に配置さ
れて、前方に開口している。アウト口１６に取り込まれた遊技球は、図示しない球回収装
置に回収される。
【００３６】
　なお、本実施形態では、複数の入賞口１４Ａ，１４Ｂ，１５，２０，２１のうち第１の
始動入賞口１４Ａと一般入賞口２０とサイド入賞口２１は、上方に開放して、常時、遊技
球が入球可能となっている。即ち、本実施形態では、第１の始動入賞口１４Ａ、一般入賞
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口２０及びサイド入賞口２１が本発明の「入賞口」に相当する。また、本実施形態では、
アウト口１６が本発明の「排出口」に相当する。
【００３７】
　図２に示すように、表示装飾枠２３の左側の下方には、風車１９が設けられ、遊技領域
Ｒ１の左側を流下してきた遊技球の進路を中央側へ変更可能になっている。風車１９の右
側には、複数の釘を列状に並べてなる上側道釘４１が備えられている。上側道釘４１は、
風車１９の右方位置から遊技領域Ｒ１の横方向中央寄り位置まで右斜め下方に延び、上側
道釘４１の右端部は、第１の始動入賞口１４Ａの左側方に配置されている。これにより、
風車１９の右側を流下する遊技球が上側道釘４１によって第１の始動入賞口１４Ａ側へと
誘導されるようになっている。
【００３８】
　また、風車１９の下方には、道釘ガイド３９が設けられ、道釘ガイド３９の右側には、
上側道釘４１と同様に、複数の釘を列状に並べてなる下側道釘４０が備えられている。道
釘ガイド３９は、右下がりに傾斜するガイド面３９Ｍを上部に有し、風車１９の左側を流
下する遊技球を下側道釘４０へと案内する。下側道釘４０は、道釘ガイド３９の右側位置
から右斜め下方へ延び、下側道釘４０の右端部は、右側一般入賞口２０Ａの上方に配置さ
れている。右側一般入賞口２０Ａと下側道釘４０との間には、遊技球が１つずつ進入可能
な第１上方隙間４３が形成されている。そして、第１上方隙間４３に進入した遊技球が右
側一般入賞口２０Ａへ入賞可能となっている。
【００３９】
　図３に示すように、中間一般入賞口２０Ｂ及び左側一般入賞口２０Ｃは、下側道釘４０
の下方に配置され、それら中間一般入賞口２０Ｂ及び左側一般入賞口２０Ｃと、下側道釘
４０との間には、遊技球が１つずつ進入可能な第２上方隙間４４Ｂ，４４Ｃが形成されて
いる。また、下側道釘４０のうち各一般入賞口２０Ｂ，２０Ｃより左側に位置する部分に
は、下側道釘４０上を転動してきた遊技球を下方に落下させるための落下口４０Ａ，４０
Ａが形成されている。さらに、下側道釘４０のうち各落下口４０Ａより左側に位置する部
分の下方には、落下口４０Ａから落下してきた遊技球と衝突して、その遊技球を第２上方
隙間４４へと誘導するための誘導釘４４Ｇが設けられている。そして、図４に示すように
、第２上方隙間４４Ｂ，４４Ｃに進入した遊技球が中間一般入賞口２０Ｂと左側一般入賞
口２０Ｃに入賞可能となっている。なお、図４には、中間一般入賞口２０Ｂに遊技球が入
賞する場合の例が示されている。
【００４０】
　また、一般入賞口２０Ａ～２０Ｃと湾曲ガイド部１２Ｇとの間には、遊技球が通過可能
な案内流路５１が形成されている。案内流路５１は、後述する特典無し流下部Ｒ２を介し
て、アウト口１６に連絡している。これにより、落下口４０Ａから落下し、且つ、第２上
方隙間４４へ進入できなかった遊技球は、案内流路５１によってアウト口１６へと案内さ
れる。
【００４１】
　ここで、中間一般入賞口２０Ｂは、右側一般入賞口２０Ａの左上方に隣接して配置され
、中間一般入賞口２０Ｂの右側端部と下側道釘４０との間には、中間一般入賞口２０Ｂの
上方の第２上方隙間４４に進入した遊技球が第１上方隙間４３へ進入することを規制する
進入規制釘４３Ｋ（本発明の「第１進入規制部」及び「第２進入規制部」に相当する。）
が設けられている。これにより、第１上方隙間４３へは、右側、即ち、アウト口１６側か
らしか遊技球が進入できず、第２上方隙間４４Ｂへは、左側、即ち、アウト口１６から離
れた側からした遊技球が進入できないようになっている。
【００４２】
　具体的には、本実施形態では、第１上方隙間４３へ遊技球を進入可能にするために、以
下の構成がとられている。即ち、上側道釘４１のうち右側一般入賞口２０Ａより右側で且
つ上側の部分には、遊技球を下方に落下させるための上側落下口４１Ａが形成されている
。そして、下側道釘４０上を転動してきた遊技球が、上側落下口４１Ａから落下してきた
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遊技球と衝突して左側に跳ね返されることで、第１上方隙間４３への遊技球の進入が可能
となっている（図５（Ｂ）参照）。また、下側道釘４０の下端位置から右斜め上方で且つ
上側道釘４１の下方には、跳ね返し釘４２が設けられている。そして、下側道釘４０上を
転動してきた遊技球が、下側道釘４０上で跳ね上がり、跳ね返し釘４２と衝突して左側に
跳ね返されることで、第１上方隙間４３への遊技球の進入が可能となっている（図５（Ａ
）参照）。
【００４３】
　このように、本実施形態では、下側道釘４０に誘導される遊技球が、３つの一般入賞口
２０Ａ～２０Ｃに入賞可能となっているので、遊技の趣向性を向上させることが可能とな
る。なお、本実施形態では、右側一般入賞口２０Ａが本発明の「第１入賞口」に、中間一
般入賞口２０Ｂ及び左側一般入賞口２０Ｃが本発明の「第２入賞口」に、第１の始動入賞
口１４Ａが本発明の「第３入賞口」にそれぞれ相当し、道釘ガイド３９と下側道釘４０と
で本発明に係る傾斜誘導部４５が構成されている。また、上側道釘４１が本発明の「直線
傾斜部」に、跳ね返し釘４２が本発明の「跳ね返し部」にそれぞれ相当し、上側道釘４１
と跳ね返し釘４２とで本発明に係る上側傾斜誘導部４６が構成されている。
【００４４】
　ところで、図３に示すように、本実施形態の遊技機１０では、右側一般入賞口２０Ａ、
アウト口１６との間には、入賞口が全く配設されていない特典無し流下部Ｒ２が形成され
ている。詳細には、特典無し流下部Ｒ２は、遊技領域Ｒ１のうち傾斜誘導部４５（下側道
釘４０）の延長線Ｌ１より下方で、且つ、横方向で右側一般入賞口２０Ａとアウト口１６
とに挟まれた部分に形成されている。
【００４５】
　ここで、特典無し流下部Ｒ２を流下する遊技球は全てアウト口１６に受け入れられて排
出されるのみであるから、特典無し流下部Ｒ２には、障害釘１７（図１参照）が打ち込ま
れていない。そして、本実施形態では、入賞口も障害釘１７も有さない特典無し流下部Ｒ
２を、遊技盤１１の前面に敷設された樹脂製の装飾プレート５０（本発明の「装飾部」に
相当する。）で構成することにより、遊技領域Ｒ１内の装飾性の向上が図られている。
【００４６】
　しかも、上述したように、右側一般入賞口２０Ａは、上方に開放すると共に、下側道釘
４０（傾斜誘導部４５）との間に遊技球が進入可能な第１上方隙間４３を有し、この第１
上方隙間４３へはアウト口１６側からのみ遊技球が進入可能となっている。ここで、仮に
、図６に示すように、第１上方隙間４３へアウト口１６と反対側から進入可能とした場合
には、下側道釘４０に誘導される遊技球を下方へ落下させる落下流路４３Ａを、下側道釘
４０のうち第１上方隙間４３より左側に備えた構成とする必要が生じる。従って、図６に
示す構成では、落下流路４３Ａの横幅分だけ右側一般入賞口２０Ａをアウト口１６側へ配
置することとなり、特典無し流下部Ｒ２が狭められるという問題が生じる。これに対し、
本実施形態の遊技機１０では、特典無し流下部Ｒ２の一部を落下流路として、特典無し流
下部Ｒ２を広くとることが可能となる。これにより、装飾プレート５０を大きくすること
が可能となり、遊技領域Ｒ１内の装飾性の向上を図ることが可能となる。
【００４７】
　なお、装飾プレート５０は、不透明樹脂で形成してもよいし、透明樹脂又は半透明樹脂
で形成してもよい。具体的には、装飾プレート５０を不透明樹脂で形成した場合は、装飾
プレート５０本体の色彩をもって装飾としてもよいし、凹凸で模様を付して装飾としても
よい。装飾プレート５０を透明樹脂又は半透明樹脂で形成した場合は、上述と同様に装飾
プレート５０自体の色彩又は凹凸をもって装飾としてもよいし、装飾プレート５０の後方
に配置されたランプ等の装飾部材を装飾プレート５０を通して視認させてもよい。本実施
形態では、装飾プレート５０が樹脂製であるが、木製等であってもよい。また、本実施形
態では、本発明の「装飾部」の全体が装飾プレート５０で構成されているが、「装飾部」
の一部を装飾プレート５０で構成してもよい。また、本実施形態では、遊技盤１１に装飾
プレート５０を取り付ける構成にしているが、遊技盤１１自体に装飾が施されるものであ
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ってもよい。具体的には、木製又は樹脂製の遊技盤１１に、例えば、プリントやシールを
張り付ける等して、装飾を施してもよい。遊技盤１１を透明樹脂で構成した場合には、裏
側に配置された、例えば、装飾物や駆動物などの遊技装置等の装飾部材を視認させてもよ
い。
【００４８】
　また、特典無し流下部Ｒ２は、障害釘１７を有さないことで、不正行為による右側一般
入賞口２０Ａへの入賞（以下、適宜、「不正入賞」という。）を抑制可能となっている。
この不正行為では、アウト口１６をテープで閉塞したり、遊技球をマグネットで固定する
等してアウト口１６の手前で遊技球を堰き止める（図７参照）。そして、アウト口１６へ
と流下してくる遊技球を積み上げ、積み上げられた遊技球を足場にして、右側一般入賞口
２０Ａへ遊技球を不正入賞させる。ここで、図８（Ｂ）に示す例のように、下側道釘４０
の延長線Ｌ１上に障害釘１７を備えた構成では、障害釘１７と右側一般入賞口２０Ａとの
間に遊技球が詰まって、不正行為によって積み上げられた遊技球が崩れ難くなり、右側一
般入賞口２０Ａへの不正入賞が起こりやすくなる。これに対し、本実施形態の遊技機１０
では、図８（Ａ）に示すように、特典無し流下部Ｒ２に障害釘１７を備えていないので、
図８（Ｂ）の例の場合と比較して、不正行為によって積み上げられた遊技球が崩れ易くな
り、右側一般入賞口２０Ａへの不正入賞が起こり難くなる。
【００４９】
　また、中間一般入賞口２０Ｂ及び左側一般入賞口２０Ｃの第２上方隙間４４Ｂ，４４Ｃ
を有する構成となっていて、この第２上方隙間へは、アウト口１６と反対側からのみ遊技
球が進入可能となっている。従って、上述の不正行為が行われた場合、中間一般入賞口２
０Ｂ及び左側一般入賞口２０Ｃへ遊技球を不正入賞させるためには、各一般入賞口２０Ｂ
，２０Ｃのアウト口１６と反対側まで遊技球を積み上げる必要が生じる。これにより、第
２上方隙間４４へ進入可能に遊技媒体が積み上げられるまでの時間を稼いで、中間一般入
賞口２０Ｂ及び左側一般入賞口２０Ｃへの不正入賞を抑制することが可能となる。
【００５０】
　ところで、上述したように、一般入賞口２０Ａ～２０Ｃと湾曲ガイド部１２Ｇ（ガイド
レール１２）との間には、遊技球が通過可能な案内流路５１が形成されている（図３参照
）。この案内流路５１を流下する遊技球は、何れの入賞口にも入賞不能であってアウト口
１６で排出されるのみである。従って、案内流路５１についても、特典無し流下部Ｒ２と
同様に、障害釘１７を設ける必要がない。そして、本実施形態では、装飾プレート５０が
、案内流路５１内まで張り出すことで、遊技領域Ｒ１内の装飾性の更なる向上が図られて
いる。
【００５１】
　具体的には、装飾プレート５０は、３つの一般入賞口２０Ａ～２０Ｃの下方まで張り出
していて、それら一般入賞口２０Ａ～２０Ｃは、装飾プレート５０に一体形成されている
。ここで、装飾プレート５０は、上述の如く、遊技盤１１の前面に敷設されている。従っ
て、遊技機１０では、遊技盤１１の前面に装飾プレート５０を敷設するだけで、一般入賞
口２０Ａ～２０Ｃを遊技領域Ｒ１内に配設することが可能となっている。
【００５２】
　また、図３に示すように、下側道釘４０（傾斜誘導部４５）の右端部は、上側道釘４１
の横方向中間部の下方に配置されているので、下側道釘４０の延長線Ｌ１と上側道釘４１
とに挟まれた帯状領域Ｒ３に障害釘１７を設ける必要性が低くなっている。そして、本実
施形態では、装飾プレート５０が、特典無し流下領部Ｒ２の上方に位置する帯状領域Ｒ３
にまで張り出すことで、遊技領域Ｒ１内の装飾性の更なる向上が図られている。
【００５３】
　このように、本実施形態の遊技機１０によれば、傾斜誘導部４５（下側道釘４０）の延
長線Ｌ１より下方であって、横方向で右側一般入賞口２０Ａとアウト口１６とに挟まれた
部分に、入賞口及び障害釘１７を有さない特典無し流下部Ｒ２を設け、その特典無し流下
部Ｒ２が樹脂製の装飾プレート５０で構成されている。本実施形態の遊技機１０では、流
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下する遊技球の進路を変更する必要がない特典無し流下部Ｒ２に障害釘１７を設けずに、
その特典無し流下部Ｒ２を樹脂製の装飾プレート５０で構成したので、上述した従来の遊
技機と比較して、遊技領域Ｒ１内の装飾性の向上を図ることが可能となる。特に、木製の
遊技盤１１の場合には有効である。
【００５４】
　しかも、障害釘１７を設ける必要がない下側道釘４０（誘導傾斜部４５）の延長線ｌ１
と上側道釘４１（上側誘導傾斜部４６）とに挟まれた帯状領域Ｒ３まで装飾プレート５０
を張り出させたので、装飾プレート５０の面積を広くして、遊技領域Ｒ１内の装飾性の更
なる向上を図ることが可能となる。さらに、下側道釘４０に形成された落下口４０Ａから
落下してきた遊技球をアウト口１６へと案内する案内流路５１にまで装飾プレート５０を
張り出させたので、遊技領域Ｒ１内の装飾性の更なる向上を図ることが可能となると共に
、案内流路５１に装飾を施すことが可能となる。
【００５５】
　［他の実施形態］
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実
施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で
種々変更して実施することができる。
【００５６】
　（１）上記実施形態では、本発明をパチンコ遊技機に適用した例を示したが、アレンジ
ボールやピンボール等に適用してもよい。
【００５７】
　（２）上記実施形態では、本発明に係る「遊技媒体」が球形であったが、非球形であっ
てもよい。具体的には、遊技媒体は、ラグビーボールのような形状であってもよいし、サ
ッカーボールのような略球形の多面体であってもよい。
【００５８】
　（３）上記実施形態では、本発明の「第１入賞口」及び「第２入賞口」としての右側一
般入賞口２０Ａ、中間一般入賞口２０Ｂ及び左側一般入賞口２０Ｃは、ポケット構造をな
していたが、始動ゲート１８のような門形構造をなしていてもよい。
【００５９】
　（４）上記実施形態では、本発明に係る「第２入賞口」を複数備えた構成であったが、
１つだけ備えた構成であってもよい。具体的には、図９に示すように、一般入賞口２０と
して中間一般入賞口２０Ｂを備えない構成としてもよい。
【００６０】
　（５）上記実施形態では、右側一般入賞口２０Ａが上方に開放した構成であったが、図
１０に示すように、右方に開放した構成であってもよい。
【００６１】
　（６）上記実施形態では、本発明の「第１入賞口」は、遊技球が入球（入賞）したとき
に、遊技に関する当否判定を行わずに、賞球のみを付与する構成であったが、第１の始動
入賞口１４Ａのように、賞球の付与と共に遊技に関する当否判定（特別図柄の当否判定）
を行うものであってもよい。
【００６２】
　（７）上記実施形態では、下側道釘４０に形成された落下口４０Ａから落下した遊技球
を案内流路５１によって特典無し流下部Ｒ２へ案内される構成であったが、特典無し流下
部５１へと案内されない構成としてもよい。このような構成は、例えば、図１１に示すよ
うに、落下口４０Ａから落下し且つ湾曲ガイド部１２Ｇによってアウト口１６側へと案内
される遊技球を堰き止める区画壁５３を右側一般入賞口２０Ａの下方に形成すると共に中
間一般入賞口２０Ｂの下方にアウト口１６とは別のサイドアウト口１６Ｓを設けることで
達成可能である。
　上記実施形態及び上述した他の実施形態（１）～（７）には、以下の［１］～［８］の
構成が含まれている。



(9) JP 6924921 B2 2021.8.25

10

20

30

40

50

［１］
　遊技媒体が流下する遊技領域が形成されると共に、遊技媒体の流下方向をランダムに変
更可能な障害釘が複数打ち付けられた遊技盤と、
　前記遊技盤から突出して前記遊技領域を包囲する包囲壁と、
　前記遊技領域に配置され、前記遊技領域を流下する遊技媒体が常時入賞可能であって、
遊技媒体が入賞したときに遊技者に特典を付与可能な複数の入賞口と、
　前記遊技領域の下端部に配置され、前記遊技領域を流下してきた遊技媒体を受け入れて
前記特典の付与なく前記遊技領域外に排出する排出口と、を備えた遊技機において、
　前記複数の入賞口には、前記排出口の斜め上方に配置された第１入賞口が設けられると
共に、
　前記遊技領域のうち前記第１入賞口に対して前記排出口と反対側から前記第１入賞口の
上方位置まで下るように傾斜し、前記遊技領域を流下する遊技媒体を受け止めて前記第１
入賞口側へと誘導可能な傾斜誘導部を備えて、前記傾斜誘導部に誘導された遊技媒体を前
記第１入賞口へ入賞可能に構成し、
　前記遊技領域のうち前記傾斜誘導部の延長線より下方で且つ横方向で前記第１入賞口と
前記排出口とに挟まれた部分に、前記入賞口及び前記障害釘を有さない特典無し流下部を
設けて、その特典無し流下部を装飾部で形成したことを特徴とする遊技機。
　［１］の構成では、傾斜誘導部の延長線より下方であって、横方向で第１入賞口と排出
口とに挟まれた部分に、入賞口及び障害釘を有さない特典無し流下部を設けて、その特典
無し流下部を装飾部で形成したので、遊技領域の全体に亘って障害釘が配設された遊技機
と比較して、遊技領域内の装飾性の向上を図ることが可能となる。
［２］
　前記第１入賞口は、上方に開放すると共に、前記傾斜誘導部との間に遊技媒体が進入可
能な第１上方隙間を有し、
　前記傾斜誘導部の下方には、前記排出口と反対側から前記第１上方隙間へ遊技媒体が進
入することを規制する第１進入規制部が設けられたことを特徴とする［１］に記載の遊技
機。
　［２］の構成では、第１入賞口が上方に開放すると共に、傾斜誘導部との間に遊技媒体
が進入可能な第１上方隙間を有する構成となっている。そして、傾斜誘導部の下方には、
排出口と反対側から第１上方隙間へ遊技媒体が進入することを規制する第１進入規制部が
設けられているので、第１上方隙間へは排出口側からのみ進入可能となっている。ここで
、仮に、第１上方隙間へ排出口と反対側から進入可能とした場合には、誘導傾斜部に誘導
される遊技媒体を誘導傾斜部より下方へ落下させる落下流路を、第１上方隙間よりも排出
口から離れた側に備えた構成とする必要が生じる。このような構成では、落下流路の横幅
分だけ第１入賞口を排出口側へ配置することとなり、特典無し流下部が狭められるという
問題が生じる。これに対し、本発明では、特典無し流下部の一部を落下流路として、特典
無し流下部を広くとることが可能となる。これにより、装飾部を大きくすることが可能と
なり、遊技領域内の装飾性の向上を図ることが可能となる。また、本発明の構成によれば
、以下に説明する不正行為が行われた場合に、その不正行為による第１入賞口への入賞を
抑制することが可能となる。即ち、排出口を塞ぐ等して排出口側から遊技媒体を積み上げ
、その積み上げた遊技媒体を足場にして第１入賞口への入賞を図ろうとする不正行為が行
われた場合、本発明の構成によれば、第１上方隙間に対して排出口側に位置する特典無し
流下部には障害釘が備えられていないので、第１入賞口の側方に遊技媒体が積み上がり難
くなり、不正行為による第１入賞口への入賞を抑制することが可能となる。
［３］
　前記複数の入賞口には、前記傾斜誘導部の下方で且つ前記第１入賞口よりも前記排出口
から離れた側に配置され、上方に開放すると共に前記傾斜誘導部との間に遊技媒体が進入
可能な第２上方隙間を有する第２入賞口が設けられ、
　前記傾斜誘導部のうち前記第２入賞口よりも前記排出口から離れた部分には、遊技媒体
を落下させることが可能な落下口が設けられ、
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　前記傾斜誘導部の下方には、前記第１入賞口側から第２上方隙間へ遊技媒体が進入する
ことを規制する第２進入規制部と、前記落下口から落下してきた遊技媒体と衝突して遊技
媒体を前記第２上方隙間側へ誘導する誘導部材と、が設けられたことを特徴とする［２］
に記載の遊技機。
　［３］の構成によれば、傾斜誘導部に誘導される遊技媒体は、第１入賞口だけでなく第
２入賞口にも入賞可能となるので、遊技の趣向性を向上させることが可能となる。また、
本発明では、第２入賞口は、上方に開放すると共に傾斜誘導部との間に遊技媒体が進入可
能な第２上方隙間を有する構成となっていて、この第２上方隙間へは、排出口と反対側か
らのみ遊技媒体が進入可能となっている。これにより、排出口を塞ぐ等して排出口側から
積み上げ、その積み上げた遊技媒体を足場にして第２入賞口への入賞を図ろうとする不正
行為が行われた場合に、第２上方隙間へ進入可能に遊技媒体が積み上げられるまでの時間
をかせいで、不正行為による第２入賞口への入賞を抑制することが可能となる。
［４］
　前記装飾部の少なくとも一部を装飾プレートで構成し、前記装飾プレートを前記第１入
賞口及び前記第２入賞口と前記包囲壁の下端部との間に張り出させたことを特徴とする［
３］に記載の遊技機。
　［４］の構成によれば、装飾プレートを下方隙間まで張り出させたので、遊技領域内で
装飾プレートが敷設される部分を広くすることが可能となる。これにより、遊技領域内の
装飾性の更なる向上を図ることが可能となる。
［５］
　前記遊技領域のうち前記第１入賞口及び前記第２入賞口と前記包囲壁の下端部との間に
は、前記落下口から落下し且つ前記第２入賞口へ入賞しなかった遊技媒体を前記包囲壁に
沿って前記特典無し流下部まで案内する案内流路が形成され、
　前記装飾プレートを前記案内流路内に張り出させたことを特徴とする［４］に記載の遊
技機。
　［５］の構成によれば、傾斜誘導部の落下口から落下してきた遊技媒体を排出口へと案
内する案内流路に装飾を施すことが可能となり、遊技領域内の装飾性の向上を図ることが
可能となる。
［６］
　前記複数の入賞口に、前記排出口の真上に配置された第３入賞口を設けると共に、
　前記傾斜誘導部の上方から前記傾斜誘導部に沿って前記特典無し流下部の上方まで延び
、前記遊技領域を流下する遊技媒体を受け止めて前記第３入賞口側へと誘導可能な上側傾
斜誘導部を備え、
　前記遊技領域のうち前記傾斜誘導部の延長線と前記上側傾斜誘導部とに挟まれた部分を
、前記装飾部で構成したことを特徴とする請求項［１］乃至［５］のうち何れか１に記載
の遊技機。
　［６］の構成によれば、障害釘を設ける必要がない誘導傾斜部の延長線と上側誘導傾斜
部とに挟まれた部分まで装飾部を張り出させて、装飾部の面積を広くすることが可能とな
る。これにより、遊技領域内の装飾性の更なる向上を図ることが可能となる。
［７］
　前記上側傾斜誘導部には、前記傾斜誘導部に沿って直線状に延びた直線傾斜部と、前記
直線傾斜部の下方に配置されて、前記傾斜誘導部に誘導された遊技媒体と衝突して前遊技
媒体を前記排出口と反対側へ跳ね返す跳ね返し部と、が備えられたことを特徴とする［６
］に記載の遊技機。
　［７］の構成によれば、誘導傾斜部により誘導される遊技媒体を跳ね返し部で排出口と
反対側に跳ね返して第１入賞口へ遊技媒体を入賞させ易くすることが可能となる。
［８］
　前記装飾部の少なくとも一部を装飾プレートで構成し、前記第１入賞口は、前記装飾プ
レートに一体形成されていることを特徴とする［１］乃至［７］のうち何れか１に記載の
遊技機。
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　［８］の構成によれば、遊技盤の前面に装飾プレートを敷設するだけで、第１入賞口を
遊技領域内に備えることが可能となる。
【符号の説明】
【００６３】
　１０　　遊技機
　１１　　遊技盤
　１４Ａ　　第１の始動入賞口（第３入賞口）
　１６　　アウト口（排出口）
　２０Ａ　　右側一般入賞口（第１入賞口）
　２０Ｂ　　中間一般入賞口（第２入賞口）
　２０Ｃ　　左側一般入賞口（第２入賞口）
　４０　　下側道釘
　４１　　上側道釘
　４２　　跳ね返し釘（跳ね返し部）
　４５　　傾斜誘導部
　４６　　上側傾斜誘導部
　５０　　装飾プレート（装飾部）
　５１　　案内流路
　Ｒ１　　遊技領域
　Ｒ２　　特典無し流下部

【図１】 【図２】
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